
 

 

 

 
令和４年４月１９日に開催した第７回校名・校歌・校章部会において、制作者より提案された９

つの校章案について協議を行いました。その後、委員に対してアンケートを実施し、校章案を３案

に絞り、アンケートでいただいたご意見をもとに、制作者により一部修正が加えられました。令和

４年８月２９日に開催した第８回校名・校歌・校章部会では、修正後の３つの校章案について協議

を行い、その結果、以下の校章案を（仮称）都の北学園の校章とすることに決定しました。 

校章は、美術教諭や学校長として北区に勤務経験のある大塚順司氏に制作いただきました。 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※検討経過（議事の概要）については、北区ホームページで公開しています。 

ホーム > 子育て・教育 > 教育についての取り組み > 施設一体型小中一貫校 

 

学校経営検討委員会      校名・校歌・校章部会       学校運営部会  

今後の予定について 

・決定した校章をもとに、学校運営部会で標準服・その他学校用品のデザインを決定 

していきます。 

・次回の校名・校歌・校章部会で校歌を決定することを目指しています 

 

第 9 号（令和４年 9 月発行） 学校経営検討委員会だより 
（仮称）北区立都の北学園 

 （仮称）都の北学園の校章が決定しました。 

決定した校章 

・神谷中学校、神谷小学校、稲田小学校の３校の児

童・生徒に行った「校章のアンケート」で、1 位

となった「桜」をモチーフとしています。 

 

・１年生から９年生までを９輪の桜の花で表現して

います。 

 

・神谷中学校の校章の「ペン先」、神谷小学校の校章

の「柏の葉」、稲田小学校の校章の「桜」をデザイ

ンに取り入れています。 

校章について 

 
校名・校歌・校章部会について 

▶構成員：町会自治会推薦委員 6 名 青少年地区委員会推薦委員 2 名 小中学校ＰＴＡ推薦委員 3 名 

スクールコーディネーター3 名 学校代表者 3 名 

▶検討事項：校名・校歌・校章に関すること 
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